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本書面は，御庁からの要請を受け，本件訴訟における地すべりの論点に係る

被告の主張を要約するものである。

本書面は，文量の制約を受けていることから，主張内容は簡潔に記載し，適

宜，被告の準備書面の該当箇所を引用している。主張の根拠となる書証番号の

引用も省略している。また，本書面では，適宜，略語を用いており，平成 28年

6月 1日付け答弁書については， I被告の主張」に係る項目を「答主張」と記載

し，準備書面の引用に当たっては，例えば， I被告準備書面(5) Jは IJ S 

( 5) Jと記載している。その他の略語については，従前の答弁書及び準備書面

における例によるものとし 注釈は付していない。

本件訴訟の判決に当たっては 本書面が被告の主張を網羅的に示したもので

はないことをご理解いただき，本書面で引用する答弁書及び準備書面並びにこ

れらに引用する書証を基に判断されたい。

第 1 被告による地盤の評価

原子力発電所の安全性を確保するためには，安全上重要な設備を設置する

施設(以下「安全上重要な施設」という。)の基礎地盤の安定性が地震によっ

て損なわれないこと，安全上重要な施設の基礎地盤及び周辺斜面において地

すべりが生じないことなどが重要である。被告は，本件発電所の敷地及び周

辺地域において，地形，地質，地質構造等に係る詳細な調査を実施し，基準地

震動 Ssが作用した場合でも安全上重要な施設の基礎地盤及び周辺斜面の安

定性が確保されることなどを確認している。(答主張第 7の 1及び JS (5) 

1 ) 

1 敷地周辺地域の地質環境が基礎地盤の安定性を損なうものではないこと

について

被告は，本件発電所敷地周辺の陸域及び海域において各種調査等を実施



した結果，三波川変成岩類が分布する本件発電所敷地周辺の陸域が，長期

にわたって地質的に安定していることを確認している。(答主張第 7の 1

(1) ) 

2 敷地の地盤において本件発電所の安全上重要な設備に損傷を与えるよう

な変位等が生じないことについて

被告は，本件発電所の敷地内において各種調査等を実施した結果，敷地

地盤が安定しており，安全上重要な設備に損傷を与えるような変位等が生

じないことを確認 している。(答主張第 7の 1(2)) 

3 基礎地盤が十分な地耐力を有することについて(本件 3号機の基礎地盤

の安定性について)

被告は，本件発電所の安全上重要な施設の基礎地盤について各種調査等

を実施した結果，基礎地盤が十分な地耐力(施設等の重量を支える支持力，

地すべり等の変位に対する抵抗力及び地盤沈下等の変形に対する抵抗力)

を有することを確認している。(答主張第 7の 1(3)) 

本件 3号機の安全上重要な施設の基礎地盤に地すべりが生じないかどう

か(すべり安全率)の評価に当たって，被告は，地質調査等に基づき，基礎

地盤を構成する岩盤の分類を行い，強度特性のばらつきを安全側に考慮し

て解析用物性値を設定した上で，地形，地質及び敷地内断層の性状を考慮

し，施設の基礎地盤の評価対象断面を選定した。そして， 簡便モデルを用い

て各評価対象断面を絞り込み，すべり安全率が最も厳しくなる断面の解析

モデルを作成し，基準地震動 Ssを用いて安定性を評価した結果，地盤物

性のばらつき等を考慮しても，すべり安全率が評価基準値を上回ることを

確認している。(答主張第 7の 1(3)イ及び JS (5) 2) 

4 基準地震動 Ssによる地震力に対する周辺斜面の安定性(本件 3号機の



周辺斜面の安定性について)

本件 3号機の安全上重要な施設の周辺斜面に地すべりが生じないかどう

か(すべり安全率)の評価に当たって，被告は，上記 3と同様に，風化の程

度，割れ目の状態等を考慮 して解析用物性値を設定し，施設と周辺斜面と

の離隔距離や崩壊した場合のすべりの向きを考慮 して評価対象斜面を抽出

した上で，各評価対象斜面で最も厳しい評価となると想定される断面を評

価対象断面として選定した。そして， 簡便モデルを用いて各評価対象断面

を絞り込み，すべり安全率が最も厳しくなる断面の解析モデルを作成し，

基準地震動 Ssを用いて安定性を評価した結果，地盤物性のばらつき等を

考慮しでも，すべり安全率が評価基準値を上回ることを確認している。ち

なみに，被告は，原子炉建屋周辺の斜面表面に保護工を施しているが，すべ

り安全率の解析に当たっては，保護工の効果を考慮していないため，実耐

力としては評価結果より大きな裕度を有している。(答主張第 7の 1(4)及

び JS (5) 3) 

第 2 原告らの主張には理由がないこと

1 本件発電所の敷地及び斜面の傾斜

原告らは，地震による地すべりは緩やかな斜面でも発生するため，斜面

や傾斜が存在する本件発電所の敷地では地すべりが発生する可能性が高い

と主張するが，被告は，すべり安全率に係る評価において，本件発電所の敷

地及び斜面の傾斜も考慮 した上で安定性を確認 している。 (JS (5) 4 

(1) ) 

2 本件発電所の敷地地盤の岩質

原告らは，本件発電所の敷地地盤の岩質について，片理があることを強

調 して，緑色片岩等の結晶片岩は「薄く板状あるいは小片状に割れやすい」



と主張するが，結晶片岩が脆くなるのは風化が進むなどして片理面の密着

が弱くなった場合であり，被告は，本件発電所建設の際，風化した地盤を切

り取った上で，非常に堅硬で十分な地耐力を有する新鮮な岩盤上に安全上

重要な施設を設置し，その周辺斜面も地すべりの可能性のある表土や風化

した岩盤を削り取るなどの対策を講 じており，本件発電所の敷地地盤は堅

硬な岩質であり十分な安定性を有していることを確認している。 (JS (4) 

第 2の 2(1)ア(イ) C， J S (5) 4 (2)ア及び JS (2 7 )第 2の 9) 

3 生越忠氏鑑定書(甲 B1 1 8) 

原告らは，甲 B1 1 8を引用して，本件発電所の敷地地盤の岩質につい

て，局所的に物性の異なる部分が存在することをもって「いわゆる一枚岩

的岩質を有するものとはいいがたい」と主張するが，被告は，本件発電所の

敷地の地盤を構成する岩盤について，総じて堅硬な岩盤ではあるものの，

全く一様なものとして扱っているわけではなく，詳細な調査に基づき敷地

地盤の岩盤の分類を行い，局所的な岩盤の物性の違いも評価に反映し，強

度特性のばらつきを安全側に考慮した解析方法を用いるとともに，物性値

の比較的弱い部分を通過するすべり面を想定して評価している。 (JS (5) 

4 (2)イ及び同ウ①)

原告らは， I本地点付近」で「地すべりの証跡が地形的に明瞭に残されて

いる」と指摘するが，被告は，地表踏査等により，本件 3号機の安全性に影

響を及ぼす地すべり地は存在しないことを確認しているし，そもそも甲 B

118において生越氏が指摘する地点自体がどこか不明である。 (JS (5) 

4 (2)ウ②)

原告らは，地下水及び降雨を地すべりの発生要因として挙げるが，被告

は，実質的に地下水で地盤が飽和している状態を想定してすべり安全率に

4 



係る評価を行っている。(J S (5) 4 (2)ウ③)

原告らは，中央構造線断層帯及び南海Jトラフの地震による地すべりの発

生を指摘するが，被告は，中央構造線断層帯及び南海トラフの地震も踏ま

えて策定した基準地震動 Ssによる地震力が作用した場合を想定して安全

上重要な施設の周辺斜面の安定性を評価している。(J S (5) 4 (2)ウ④)

原告らは，人工的な地形変化の影響による地すべり発生を指摘するが，

被告は，新鮮かつ堅硬で十分な地耐力を有する岩盤上に安全主重要な施設

を設置し，その周辺斜面も地すべりの可能性のある表土や風化した岩盤を

削り取るなどの対策を講じており，本件発電所の運転期間中に安全性に影

響を及ぼす地すべりが生じることはない。(J S (5) 4 (2)ウ⑤)

4 三波川帯に地すべりが多いこと

原告らは，本件発電所敷地が地すべり地帯とされる三波川帯に位置する

ことから本件発電所においても地すべりが発生する可能性が高いと主張す

るが，原告らの主張は抽象的に三波川帯には結晶片岩が分布するため地す

べりが多いことを指摘しているに過ぎず，被告は，結晶片岩が分布すると

いう事実を踏まえて本件 3号機の安全性を確認している。

原告らは，地すべり地形分布図を基に，本件発電所敷地のすぐ東側斜面

で大規模な斜面移動体がみられると主張するが，当該分布図は空中写真の

実体視判読だけで地すべり地の判断を行ったものであって，当該分布図が

示した地すべり地形付近について，被告は，地表踏査の結果，各所に緩みの

ない緑色片岩(結晶片岩)を確認しており，大規模な斜面変動による地形と

は考え難い。そもそも，被告は敷地東側に安全上重要な設備を配置してい

ない。

原告らは，本件発電所の南側県道で平成 28年に発生した土砂崩れによ



り，地すべりの具体的危険性が判明したと主張するが 土砂崩れ地点は敷

地境界付近であり，安全上重要な設備に影響を及ぼすものではない。

原告らは，津波の評価において，被告が敷地東側で発生する地すべり津

波を想定していることを捉えて，敷地東側で地すべりが発生する可能性を

自認していると主張するが，被告は，津波評価を保守的に行うために，比較

的安定した地すべり地で大規模な地すべりが発生することを仮定したもの

であり，当該地点で地すべりが発生することを自認したものではない。

(以上， J S (5) 4 (3)) 

第 3 まとめ

以上のとおり，被告は，敷地及び敷地周辺における地形，地質，地質構造等

に係る詳細な調査に基づき，本件発電所の安全上重要な施設の基礎地盤及び

周辺斜面が基準地震動 Ssによる地震力に対しても十分な安定性を有し，本

件 3号機の安全性が損なわれるような地すべりが生じることはないと評価し

ている。そして，地すべりに係る原告らの主張はいずれも一般的抽象的に危

険性を指摘するものであり理由がない。

したがって，本件発電所において，地すべりの影響によって，環境に大量の

放射性物質を放出する事態が発生して，原告らの生命，身体に影響を及ぼす

具体的危険性はない。


